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─ 主な目的
─

市民の利便
性の向上

私たちの日々の生活の中で、スマートフォンが欠かせない存在となっています。

総務省の調査によれば、令和４年における個人のスマートフォンの保有割合は約
７割であり、２０歳代から５０歳代に限ると９割を超える状況となっています。

日常の買物や手続の多くがインターネットで可能な時代となり、人々の生活が大
きく変化しています。市役所も変わっていかなければなりません。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは、「デジタル技術を活用した変
革」です。デジタル技術の単なる導入ではなく、デジタル技術やデータを前提と
して、ゼロ・ベースで業務やサービスをデザインし直す（根本から変革する）こ
とをいいます。

市では現在、令和４年に策定した「第五次東大和市情報化推進計画」に基づき、
情報化施策を推進していますが、大きく変化し続ける社会情勢に対応するため、
より「変革」に重点を置いた取組の強化が求められています。

そこで、情報化推進計画に加えて、この「東大和市ＤＸプラン」を新たに策定す
ることにより、２つの計画・プランを車の両輪として、東大和市におけるＤＸを
強力に進めていきます。

第１章 ＤＸプラン策定の背景

１ はじめに
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DX（Digital Transformation ）
デジタル トランスフォーメーション

データ・
デジタル技術

デジタル技術を活用した変革

変革

デジタル技術の単なる導入ではなく、
デジタル技術やデータを活用して、ゼロ
・ベースで業務やサービスを根本から変革
する（デザインし直す）ことをいいます。

このＤＸプランでは、変革により目指す
具体的な姿として、後述のとおり「３つ
の市役所」を掲げています。

（第１段階）
デジタイゼーション

（第２段階）
デジタライゼーション

（第３段階）
デジタルトランス
フォーメーション

段階

アナログ・物理の情報を
デジタルデータに
変換する段階

一連の業務プロセスを
デジタル化する段階

ゼロ・ベースで
業務やサービスを

根本から変革する段階

主目的

【ＤＸの３段階】

業務の効率化
利便性の向上

第１章 ＤＸプラン策定の背景

２ ＤＸとは

２



─ 主な目的
─

市民の利便
性の向上

現在、デジタル技術は、これまでにない速さで進展して
います。昨日まで無かった新たな技術やサービスが日々
生み出され、私たちの生活や仕事で利用されています。

このような状況に対応するため、国などでは、デジタル
に関する計画について、バージョン管理の考え方を取り
入れています。計画期間中であっても内容を見直し、
バージョンを更新していく計画策定の方式です。

このＤＸプランもバージョン管理の手法を取り入れて策
定しました。計画策定の段階では第1.0版ですが、今後
内容の更新を行う場合には、第2.0版、第3.0版…とし
ます（※）。

東大和市では、デジタル技術を取り巻く情勢の変化や技
術の進展に柔軟に対応しながら、本プランで掲げる目的
の達成に取り組んでいきます。

※軽微な修正を行った場合は第1.1版、第1.2版…とします。

（参考）総務省策定の
自治体ＤＸ推進計画

令和２年に策定された
が、令和４年に改定さ
れたため、第2.0版と
なっている。

第１章 ＤＸプラン策定の背景

３ 策定の方式
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第五次東大和市情報化推進計画では、計画期間中に取り組む施策として２６の
個別計画を掲げていますが、そのほとんどが庁内（職員）業務の効率化を目的
とした内容となっています。

一方で、他の自治体では、国の計画策定などを受けて、デジタル技術を活用し
て、住民の利便性の向上を図る取組が広がっています。

東大和市においても、市民の利便性
の向上を図る取組の強化が求められ
ています。

以上のことから、このＤＸプランは、

デジタル技術の活用により、市民の
利便性の向上を図ることを目的

として策定するものとします。

あわせて、情報化推進計画には記載
されていない、ＤＸ推進のための職
員の心構え等についても整理します。

行政デジタル化の推進計画

【策定済】

第五次東大和市
情報化推進計画

【新規策定】

東大和市
ＤＸプラン

─ 目的 ─

市民の利便性
の向上

─ 目的 ─

庁内（職員）
業務の効率化

第２章 基本的事項

１ ＤＸプランの目的
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国は、デジタル社会の構築に向けた取組を全自治体において着実に進めていく
ため、令和２年に「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進
計画」を策定しました。
同計画においては、自治体に求められる役割として以下の２点を挙げており、こ
の役割を具体化する計画として、「東大和市ＤＸプラン」と「第五次東大和市情
報化推進計画」を策定するものとします。

１ 自らが担う行政サービスにつ
いて、デジタル技術やデータ
を活用して、住民の利便性を
向上させる。

２ デジタル技術やＡＩ等の活用
により業務効率化を図り、人
的資源を行政サービスの更な
る向上に繋げていく。

策定済み

第五次東大和市情報化推進計画
（計画期間：令和４年度～８年度）

〔東大和市の対応〕

新規策定

東大和市ＤＸプラン
（計画期間：令和５年度～８年度）

第２章 基本的事項

２ 国の動向と市の対応
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第２章 基本的事項

３ ＤＸプランの位置付け

６

このＤＸプランは、市の最上位計画である「東大和市総合計画 輝きプラン」と
の整合を図りつつ、「第五次東大和市情報化推進計画」を補完する計画として
位置付けます。

市では、このＤＸプランと情報化推進計画に基づき、市民の利便性の向上と
庁内業務の効率化を目指し、自治体ＤＸの取組を進めていきます。

東大和市総合計画 輝きプラン【
国
】
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画

東大和市
ＤＸ

プラン

第五次
東大和市
情報化推
進計画補完

─ ＤＸ推進に関する計画 ─

整合

参考

このＤＸプランを推進することにより、
ＳＤＧｓの達成に取り組んでいきます。

このＤＸプラン
と密接に関連す
るゴールは右の
とおりです。



行かない
市役所

書かない
市役所

デジタル
市役所

市役所に行かなくても
手続ができる市役所を

目指します

上記目標の達成度を
測定するための指標

（ＫＰＩ）

このＤＸプランでは「３つの市役所」を目指します。

市役所に来た市民が
書かないで手続ができる

市役所を目指します

デジタル技術の活用で
市民が喜ぶ

市役所を目指します

市民意識調査における「デジタル手続の市民の満足度」

令和５年度
（令和６年３月調査予定）

令和８年度
（令和９年３月調査予定） １.５倍

第２章 基本的事項

４ ＤＸプランの目標（目指す姿）
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令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

令和８年度
（2026年度）

国の計画

市の計画

このＤＸプランは、「第五次東大和市情報化推進計画」を補完するものであるこ
とから、同計画との整合を図り、計画期間を令和５年度（2023年度）から令和
８年度（2026年度）までとします。

ただし、このＤＸプランは、バージョン管理の考え方を取り入れていますので、
計画期間中であっても、必要に応じて内容を見直します。

見直しを行った場合は、市のホームページでお知らせします。

自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX)推進計画

第五次東大和市情報化推進計画

東大和市ＤＸプラン

第２章 基本的事項

５ ＤＸプランの計画期間

８



第２章 基本的事項

９

このＤＸプランでは、「３つの市役所」の実現に向けて、全庁的・組織横断的
に推進していく取組を「リーディングプロジェクト」として位置付けます。

このリーディングプロジェクトに取り組むことにより、自治体ＤＸの流れを
全庁に波及させ、市全体で市民の利便性の向上を図っていきます。

行かない
市役所

全庁的・
組織横断的取組

リーディング
プロジェクト

分野別取組
（各部署による取組）自治体ＤＸの流れ

を全庁へ浸透 ・新しいサービス
の導入

・オンライン相談
の実施

・オンライン手続
の拡大 など

リーディングプロジェクトを起点
として、市全体で市民の利便性の
向上を図っていく。

第２章 基本的事項

６ 具体的な取組内容

書かない
市役所

デジタル
市役所

９

━ ＤＸプランの目標 ━

「３つの市役所」の実現

目標達成へ貢献

目標達成へ貢献



上記目標の達成度合い
を

測定するための指標
（ＫＰＩ）

名称 LINEの活用による多様なサービスの提供

内容

コミュニケーションアプリLINEを活用して、市政情報等のセグメ
ント配信を行うとともに、窓口予約、各種手続、市民アンケート
等の機能を利用できるようにする。

目標時期 令和６年度

現状と
主な課題

＜現状＞
・市公式LINEを導入しており、友だち登録をした利用者に対して、市政

情報等を一斉に配信している。

＜主な課題＞
・必要な人に必要な情報を提供するため、年齢や属性などに応じた情報配

信（セグメント配信）に取り組む必要がある。
・市政に市民意見をより反映することができるよう、パブリックコメント

や市民意識調査以外にも、市民意見を聴取する機会を設ける必要がある。
・市民サービスのより一層の向上を目指して、LINEの拡張機能の利用に

ついて検討する必要がある。

効果
多くの市民が利用しているLINEアプリを活用することにより、市民サー
ビスの向上と市民意見の聴取を効果的・効率的に行うことができる。

第３章 リーディングプロジェクト

１ LINE活用プロジェクト
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上記目標の達成度合い
を

測定するための指標
（ＫＰＩ）

名称 各種証明書等のオンライン申請（スマート申請）の実施

内容
利用者がスマートフォンから申請・決済ができ、かつ、市役所に
行かずに郵送により各種証明書等を取得できるようにする。

目標時期 令和６年度

現状と
主な課題

＜現状＞
・市役所窓口以外における住民票等の交付サービスとして、利用者がマイ

ナンバーカードを利用してコンビニで取得できるサービス（コンビニ
交付）と、郵送で取得できるサービス（郵送交付）を実施している。

＜主な課題＞
・郵送交付は手数料の支払いのための定額小為替や返信用封筒を準備する

必要があり、利用者にとって大きな負担となっている。
・近隣自治体の調査によれば、市役所来庁者の約３～４割が「住民票･戸

籍･印鑑証明」を目的に来庁しており、来庁者の負担軽減を図る必要が
ある。

効果
定額小為替を準備する手間なく証明書等を取得できるようになる。また、
コンビニ交付と併せて利用することで、証明書等の申請方法の選択肢が増
え、市民の利便性がさらに向上する。

第３章 リーディングプロジェクト

２ スマート申請プロジェクト

11



上記目標の達成度合い
を

測定するための指標
（ＫＰＩ）

名称 書かない窓口の実施（市役所１階窓口）

内容

市役所窓口に来庁した市民が、申請書等に手書きをする必要がな
く、職員からの聞き取りと署名のみで手続が完了できるようにす
る。

目標時期 令和６年度

現状と
主な課題

＜現状＞
・市民は、窓口において必要な申請書等を手書きで作成する必要がある。
・複数の手続を行う場合、市民はいくつもの窓口において、本人確認書類

の提示を何度も求められることがある。

＜主な課題＞
・申請書に手書きをすることは市民にとって負担であり、複数の窓口を回

る場合は全ての手続が完了するまでに時間がかかる。
・記入方法の案内や本人確認をそれぞれの窓口で実施しており、職員に

とっても非効率となっている。

効果
手書きの労力削減と手続時間の短縮により市民の負担軽減を図ることがで
きることに加え、本人確認作業などの一元化により職員の業務も効率化す
ることができる。

第３章 リーディングプロジェクト

３ 窓口改革プロジェクト
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上記目標の達成度合い
を

測定するための指標
（ＫＰＩ）

デジタルデバイドとは、インター
ネットやスマートフォン等のデジタ
ル技術を利用できる人と利用できな
い人との間に生じる格差のことをい
います。

現在、少子高齢化の進展に伴い、高
齢者のデジタルデバイドが課題と
なっています。令和４年度に実施し
たマイナポイント事業でも、多くの
高齢者の方が「スマートフォンを
持っていない」「操作に自信がな
い」等の理由で、市役所の手続支援
窓口に来庁しました。

このＤＸプランの推進による恩恵を
多くの市民が受けることができるよ
う、高齢者のデジタル活用能力の向
上を目指していきます。

（出典）総務省「令和４年通信利用動向調査」

７０歳を超えると、スマー
トフォンの保有率が大きく
下がります。

第４章 デジタルデバイド対策

１ 対策の背景
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①スマートフォン体験会の開催

東京都や地域団体等と連携して、
スマートフォンを持っていない方
や操作に不慣れな方を対象として、
楽しみながらスマートフォンにつ
いて学ぶことができる体験会を開
催します。
※東京都主催の体験会では、スマー
トフォンの試用も行うことを検
討します。

＜実施時期＞
令和5～７年度に継続して開催

②TOKYOスマホサポーターの取得促進

TOKYOスマホサポーターとは、
日頃からスマホを使う方が、デジ
タルに不慣れな方に寄り添い、
スマホに関する困りごとの解決に
一緒になって取り組むことで、身
近な地域での支え合いにつなげる
東京都の取組です。このTOKYO
スマホサポーターの取得促進に取
り組みます。

＜実施時期＞
令和5～７年度に継続して実施

上記の取組に加えて、オンライン化された手続においても必要に応
じて対面により紙媒体での対応を可能とするなど、市民一人ひとり
のニーズに寄り添った対応に努めることとします。

第４章 デジタルデバイド対策

２ 主な取組
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第５章 職員の心構え

１ 考え方を変えてみよう

15

ＤＸと聞くと「機器やシステムが変わっていくこと」をイメージしがちですが、
真に変わっていかなければならないのは「人」であり、職員です。

職員の意識が変わらなければ、何の変革も生まれません。

ＤＸはデジタル担当部門の職員だけでは進みません。全ての職員一人ひとりが
ＤＸを進めていくという「当事者意識」を持つことが大切です。

「業務に追われて忙しいか
ら、ＤＸなんて考えてる
ヒマはないよ」

「ＤＸはデジタル政策課
の仕事でしょ、私には
関係ない」

「前任者から引き継いだや
り方は効率が悪いな。思
い切って変えてみよう」

「次の打合せは試しにペー
パレスでやってみよう」

「良い改善策がないか、
デジタル政策課に相談し
てみよう」



ＤＸを進めていく上で大切なことは、
職員が「デジタルは目的ではなく、
あくまでも道具・手段」と理解する
ことです。

自治体ＤＸの真の目的は「業務の効
率化」と「市民の利便性の向上」で
あり、明確なゴールはありません。
職員は、この目的のために考え、行
動し続けていく必要があります。

この点を正しく理解しないと、デジ
タル技術の活用自体が目的化し、
ＤＸを進める上で最も大切な職員の
発想や創意工夫を生かすことができ
なくなります。

職員全員がＤＸの本質を理解し、知
恵を出しあって、真の変革を目指す
ことが大切です。

ＤＸと誤解されがちな取組

・紙書類の電子化
・AI-OCR・RPAの導入
・新しい業務システムの導入

⇒これらの取組はゴールを目指すた
めの手段の一つです。

自治体DXでは、この前提
条件をもとに職員が考え、
職場で話し合い、業務・
サービスを変えていく必要
があります。

AI-OCR・RPAを例にすると、単に業務
プロセスの一部を自動化するだけではな
く、文字認識率を高めるための様式の見
直し、無駄な作業の削減などにあわせて
取り組み、業務そのものの抜本的な見直
しにつなげていくことが必要です。

第５章 職員の心構え

２ ＤＸを理解しよう

16



このＤＸプランでは、リーディングプロジェクトを起点として、自治体ＤＸの
流れを全庁へ浸透させることとしています。

そのためには、全ての職員がＤＸを「自分事」としてとらえ、主体的に取り組
んでいくことが必要です。

0
DX推進のために

必要な
３つの心得

Challenge
チャレンジ

心得２

Change
チェンジ

心得１

Agile
アジャイル

心得３

第５章 職員の心構え

３ ３つの心得を持とう（１）

ＤＸを推進するに当たり、デジタル技術に
関する特別な知識や理解は不要です。必要
なものは「業務やサービスを変革していこ
う」という意欲と行動力です。

社会は日々変化しており、市役所も変わっ
ていく必要があります。漫然と現状の業務
やサービスを続けることは「後退」である
と認識しなければなりません。

以上を踏まえ、ＤＸ推進に必要な職員の心
得を３点まとめました。この心得をもとに、
全庁が一丸となって、変革に挑戦していく
こととします。
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Challenge
チャレンジ

まず始めてみることです

日常業務に追われて
いると、新しい事は
後回しとなりがちで
す。小さな取組でも
構いません。一歩前
に踏み出しましょう。

Change
チェンジ

心得１

変化を恐れないことです

前例や慣例に従うこ
とが正解とは限りま
せん。他自治体の例
なども参考にしなが
ら、現状に疑問を持
ちましょう。

Agile
アジャイル
素早く取り組むことです

最初から完璧を追及
する必要はありませ
ん。変革にはスピー
ドが求められます。
走りながら改善を続
けていきましょう。

職員は、この心得をもとに、日頃から「市民サービスの向上」や「職員の業務の
効率化」のために何ができるかを日々考え、行動することとします。
その結果として、デジタル技術の活用が全庁的に広がっていくことにより、自治
体ＤＸの流れを全庁へ浸透させていきます。

第５章 職員の心構え

４ ３つの心得を持とう（２）

心得２ 心得３

18



0

第６章 職員の行動

１ 合言葉は「DＸ（デジ）る」

19

Challenge
チャレンジ

心得２

Change
チェンジ

心得１

Agile
アジャイル

心得３

DＸ（デジ）る

３つの心得に基づき

具体的行動へ

合言葉

ＤＸは「難しい」「面倒」と考えるのではなく、「気楽に」「出来ることから」
取り組んでいくことが大切です。そこで、ＤＸを身近に感じることができるこの
言葉を庁内の合言葉とすることで、職員がＤＸに対する抵抗感を無くし、前向き
に行動していくことを目指します。

DＸ（デジ）る



第６章 職員の行動

２ DＸ（デジ）る手順

20

業務の効率化

市民の利便性の向上

デジ順①
─まずはここから─

国・東京都や他自治体
の状況把握
「他を知り、己を知る」

デジ順

デジ順②
─日常業務で実践─

５つのレスの徹底
「出来ることからコツコツと」

デジ順③
─さらに上を目指して─

個別業務・サービスの改善
「自ら考え、行動する」



ＤＸを進めていく上では、国・東京都の動向や他自治体の取組について、最新
の状況を知ることが必要不可欠です。

デジタルの世界は日々変化を続けており、その動きにあわせるように、国・東
京都では、新しい事業などを取り組んでいます。これらの動向により、市で取
り組むべき内容も変えていく必要があります。

また、他の自治体で実施している取組は、自分たちの業務やサービスを変えて
いく上で非常に参考となります。最新の状況を知り、具体的な行動につなげて
いくことが大切です。

庁内インターネット
環境の改善〔職員の自
席におけるインター
ネット利用環境及び庁
内無線ＬＡＮ環境の整
備〕（令和６年度予
定）

環境整備

最新の状況を知る

国・東京都の
動向や他自治
体の状況

自分（市）が置かれている現状を
把握できなければ、「変革」の方
向性も到達点も定まりません。
この現状把握をする上で、他の自
治体の取組を知り、比較すること
は非常に大切です。
日頃から高いアンテナを張って、
情報を収集するようにしましょう。

第６章 職員の行動

デジ順① 国・東京都や他自治体の状況把握
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今後、庁内の環境が大きく変化し
ていくことにあわせて、業務全般
における５つのレスを徹底します。

ペーパレス

はんこレス

ＦＡＸレス

キャッシュレス

●庁内の会議・打合せは紙資
料を原則廃止。資料はパ
ワーポイント等により要点
をまとめて作成する習慣を

●文書管理システムの活用で
紙による保存は原則廃止

●対外的な連絡は原則メール
に置き換え

●ＦＡＸで送付してきた相手
へのメール置き換えの要請

●データ送信型ＦＡＸ導入の
検討

●市内部文書の押印は、文書
管理システムの導入により
原則廃止

●会計伝票も財務会計システ
ムの更新による電子決裁の
導入で押印廃止を検討

●各種利用料・手数料につい
て、オンラインで決済が可
能となるように検討

●多様な決済事業者を利用で
きるようにキャッシュレス
化を推進

22

第６章 職員の行動

電話レス

●職員間の連絡は原則チャッ
トで。内線電話は、急ぎの
場合などの例外時のみ

●グループウエアシステム等
の活用による庁内コミュニ
ケーションの改革

・文書管理システムの導入（令和５年度済）
・庁内インターネット環境の改善〔職員の自席における
インターネット利用環境等の整備〕（令和６年度予定）

・財務会計システムの更新（令和７年度予定）

環
境
整
備

５つの
レス

環境
整備

デジ順② ５つのレスの徹底（１）



ペーパレス

はんこレス

ＦＡＸレス

キャッシュレス
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第６章 職員の行動

電話レス

５つのレスを徹底することにより、令和８年度において、次の目標を実現する
ことを目指します。

５つのレス

令和８年度
の目標

再生紙の購入枚数

50％減
(令和４年度比）

FAXの送受信件数

50％減
(令和４年度比）

(令和５年度比）

庁内文書への押印

完全廃止

利用料・手数料等への
オンライン決済

新規導入

デジ順② ５つのレスの徹底（２）

庁内チャットの利用件数

50％増



自らが担当している業務・サービスについて、不断の改善に取り組みます。

最初のステップ
（考える）

・申請をオンラインにすれ
ば、市民は便利になる…

・問合せが多いので、減ら
せないか…

・この作業は大変だから、
楽にできないか…等

「デジタルに詳し
くないからわから
ない」
「予算がないから
できない」

次のステップ
（行動する）

・申請をオンライン化
する。

・申請書をAI-OCRで読
み取る（読み取りやす
くなるように申請書の
様式を変える）。

・申請データをRPAでシ
ステムに自動入力する。

・よくある質問を AI
チャットボットで自動
応答できるようにする。

「何ができるか」
という視点で考える
ことが大切です。

【実施例】
令和４年度、職員
の発案により、市
公式ホームページ
のＡＩチャット
ボットに、ごみの
分別に関する独自
のＱＡを約1,300
個追加し、多くの
質問に答えられる
ようにしました。

・ＡＩ－ＯＣＲシステムの導入（令和４年度済）
・ＡＩチャットボットシステムの導入（令和４年度済）
・職員向け業務改善マインド醸成研修の実施（令和５年度済）
・職員向けＡＩ－ＯＣＲ操作研修の実施（令和５年度予定）
・庁内インターネット環境の改善（令和６年度予定）

小さな取組でも「変革」
です。できることから始
めましょう。
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デジ順③ 個別業務・サービスの改善

環境
整備



３ まとめ

25

現在、市では、少子高齢化と人口減少の進展という大きな課題に直面しています。
人口獲得に向けた自治体間競争も進んでおり、「選ばれるまち」とするための施
策の推進が求められています。

このＤＸプランを推進することにより、市民の利便性を向上させて、市の魅力向
上につなげていくことが重要です。

また、業務の効率化によって、人口減少対策の施策立案など、職員でなければで
きない業務に注力できる環境づくりを進めていく必要があります。

少子高齢化と
人口減少への対応

単純作業

労力が
大きい作業

市民の利便性の向上

業務の効率化
注力

職員負担の減

職員で
なければ
できない

業務

施策立案など

市の魅力
向上

人口減少
対策

第６章 職員の行動
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市 長

情報システム
マネジメント本部会議

指示 報告

方針決定
進捗管理 報告

デジタル政策課

各業務主管課

ＤＸ推進に
関する連絡
調整･意思
決定

ＤＸ推進
アドバイザー

１ 推進体制の概要

第７章 推進体制

このＤＸプランを総合的かつ着実に推
進していくためには、特定の部署のみ
の取組ではなく、全庁的な取組が必要
となります。

そのため、副市長を本部長とし、部
長・参事で構成される情報システムマ
ネジメント本部会議を中心に、組織横
断的に取り組んでいきます。

デジタル政策課は、ＤＸ推進のアドバ
イザーとして、各課からの相談等への
対応、必要な情報提供や技術的助言を
行います。

また、各業務主管課におけるＤＸを推
進していくため、若手職員などの中か
ら「ＤＸリーダー」を任命し、各部署
における取組を後押しします。 DXリーダー



ＤＸ推進を全庁的に進めていく上では、各課からの相談等へ適切に対応し、
必要な情報提供や技術的助言を行うことができるアドバイザーが必要です。

アドバイザーは、デジタルに関して基本的な知識を有していることや、デジタル
技術の活用方法を他の職員に教えられる程度に理解している必要があります。

第７章 推進体制

２ ＤＸ推進アドバイザー
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庁内でアドバイザー役を担うデジタル政策課職員の育成に努めます。

また、専門性が高いサポートについては、必要に応じて外部の人材シェアリング
の利用を検討します。

デジタル政策課では、最新のデジタル技術
の動向を常に把握するとともに、デジタル
ツールの操作方法等を習得できるよう、必
要な研修等に計画的に参加していきます。

庁内アドバイザー の育成

【実施例】
これまでの取組により、デジタル政策課職員はＡＩ－
ＯＣＲ・ＲＰＡツールを操作できるようになっており、
このサポートを受けて、庁内においてＡＩ－ＯＣＲ・
ＲＰＡの活用が広がっています。

外部アドバイザー の利用

GovTech東京（※）が実施する以下サー
ビスの利用を検討します。
・個別相談に対応するスポット相談
・特定の取組を支援する伴走サポート
・ニーズに応じたデジタル人材を紹介
する人材プール

※東京都が東京全体のDXを推進するために令和５年度に
設立した一般社団法人で、システム等の共同調達や市
区町村との人材シェアリングなどを実施します。



各部署におけるＤＸを推進していくた
めには、それぞれの業務内容を理解し
つつ、課題解決に向けて部署内を変革
モードに導いていくリーダー的な人材
が必要です。

そこで、職員の中からＤＸ推進に意欲
的な職員を「ＤＸリーダー」として任
命し、各部署におけるＤＸ推進を後押
しします。

ＤＸリーダーには、デジタル技術の活
用方法を一定程度理解していることが
望まれます。

このため、ＤＸリーダーに対しては、
ＲＰＡなどの新たなデジタルツールの
操作方法を実際に学ぶことができる
ハンズオン（手を動かす）型の研修な
どを実施していきます。

ＤＸ推進員が各部署
においてＤＸ推進の

リーダー役として活躍

市全体における
ＤＸ推進の底上げ

第７章 推進体制

３ ＤＸリーダー
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ＤＸリーダーの概要

・任命期間は、このＤＸプランの計
画期間が終了する令和８年度
（2026年度）までとします。

・職員の意欲が何より重要であるた
め、選出に当たっては各課選出と
はせずに、職員自らが応募する
手挙げ方式により募集します。


